
 

 

 

〔別記１〕       【８財工第１号 旧県職員住宅解体工事】 

 

１ 落札者決定基準等 

 （１）特別簡易型における評価項目、配点 

            評価項目は以下の①～③の項目を基本とする。 

            加算点は最高１０点とする。 

         評価項目の評価基準日は当該工事の入札日とする。 

 

    ① 企業の技術力（実績・経験等）に対する評価（様式第３号） 

    評 価 項 目              評  価  基  準 加算点 得 点 
施工能力 過去10年以内に同種・類似工事（※１）において請負金額

が5,000万円以上の元請としての施工実績がある場合 
 

  １.０点 
 

上記以外   ０点 
工事成績 

 
過去5年以内に福島県発注の同種・類似工事（※１）にお

いて工事成績評点が80点以上の施工実績がある場合 
 

  ０.５点 
 

上記以外   ０点 
優良工事表彰 

 
過去10年以内に福島県発注の指定部門（※２）において優

良工事表彰の受賞実績がある場合 
 

  ０.５点 
 

上記以外   ０点 
品質管理能力 当該企業がISO9001の認証を取得している場合   ０.５点  

上記以外   ０点 

① 小計点   ／2.5 

  ※１：同種・類似工事とは、「建築工事（解体工事に限る）」とする。 

    ：対象は、福島県及び県内市町村発注工事とする。 

  ※２：一般建築、住宅建築、学校建築又は教育・文化施設部門（建築工事に限る） 

 



 

 

 

② 配置予定技術者の技術力（実績・経験等）に対する評価（様式第４号） 

    評 価 項 目              評  価  基  準 加算点 得 点 
施工能力 過去10年以内に同種・類似工事（※１）において請負金額

が5,000万円以上の監理技術者又は主任技術者としての経

験がある場合 

 

     

 １.０点 

 

上記以外   ０点 
工事成績 

 
過去5年以内に福島県発注の同種・類似工事（※１）にお

いて、工事成績評点が80点以上の工事経験（監理技術者又

は主任技術者としての経験）がある場合 

 

     

 ０.５点 

 

上記以外   ０点 
資格保有 １級建築施工管理技士又は１級建築士の資格を保有して

いる場合 
 

０.２５点 
 

上記以外   ０点 
優良工事表彰 

 
過去に福島県発注の指定部門（※２）において監理技術者

又は主任技術者として優良工事表彰の受賞経験がある場

合 

 

     

 ０.５点 

 
 

上記以外   ０点 
継続教育学習制度（ＣＰ

Ｄ）への取組み 

建築関係の資格認定団体が実施するＣＰＤ制度に１年以

上継続して登録し、単位を取得している場合 ０.２５点 

 

上記以外 ０点 

 

     ②小計点 
   

   ／2.5 

   



 

 

 

③ 企業の地域社会に対する貢献度を評価（様式第５号） 

    評 価 項 目 評  価  基  準 加算点 得 点 
本、支店の所在地 

 

・入札参加業者の本店、支店又は営業所（以下「支店等」

という。）の所在地が会津坂下町にある場合 

 

１.０点  

上記以外 ０点 

地域経済への貢献  ・過去５年以内に会津坂下町発注工事の受注実績がある場

合 １.０点  

 上記以外   ０点 

ボランティア活動など

  

・過去３年以上継続して会津坂下町で、地域の防災活動へ

の取り組み、道路・河川愛護活動、その他地域の活動など

のボランティア活動の実績がある場合  １.０点 

 
・過去３年以上継続して会津坂下町の属する建設事務所管

内で、地域の防災活動への取り組み、道路・河川愛護活動

、その他地域の活動などのボランティア活動の実績がある

場合 ０.２５点 

 上記以外 ０点 
除雪や災害活動の実績 ・過去３年以上継続して会津坂下町で、除雪の受注実績又

は災害時における応急対策業務の協力に関する協定書を

締結している場合 １.０点 

 ・過去３年以上継続して会津坂下町の属する建設事務所管

内で、公共機関発注の除雪の受注実績や災害の出動実績が

ある場合 ０.２５点 

上記以外 ０点 

消防団協力事業所の認

定 

会津坂下町消防団協力事業所の認定を受けている場合 ０.２５点  
上記以外 ０点 

労働環境 

障害者雇用促進法に基づく法定雇用率を超えて障害者を

常時雇用している場合 ０.２５点  

上記以外 ０点 

会津坂下町在住の女性職員を雇用している場合 ０.２５点 
 

上記以外 ０点 

次世代育成支援対策推進法又は福島県次世代育成支援企

業認証制度要綱に基づく認定を受けている場合 ０.２５点  
上記以外 ０点 

③小計点 
 

 ／5.0 

 

 

     合計点 
 

  ①～③小計点の合計 
 

  ／10.0 

 

 

 加算点（最高10点） 
 

  加算点＝合計点 
 

     点 

         

   



 

 

 

（２）総合評価の方法 

       標準点（100 点）に評価項目ごとの加算点を加え、合計を「技術評価点」とする。 

       総合評価は「技術評価点」を当該入札者の評価値算出価格で除した値（評価値）の大小をも

って行う。 

 

  技術評価点＝標準点（100点）＋評価項目ごとの加算点 

  評価値    ＝（技術評価点÷評価値算出価格）× 1,000,000 

 注：評価値を算出する式で 

    (×1,000,000)は評価値 

  を見やすくするため。 

 

   ○評価値算出は、調査基準価格設定型とする。 

     予定価格算出の基礎となった工事積算を基に低入札価格調査基準価格（以下「調査基準価

格」という。）を設定する。この場合、調査基準価格以上の価格を入札した参加業者の評価

値算出価格は入札価格とし、調査基準価格未満の価格を入札した参加業者の評価値算出価格

は、調査基準価格とする。 

      

入札価格 ≧ 調査基準価格の場合は、評価値算出価格 ＝ 入札価格 

     入札価格 ＜ 調査基準価格の場合は、評価値算出価格 ＝ 調査基準価格 

 

  なお、調査基準価格の算定式及び値については非公表とし、具体的な算出方法は別紙のと

おりとする。 

 

（３）落札者の決定方法 

       次の要件に該当する入札者のうち、上記「評価値（小数点以下の有効桁数は設けない）」の

最も高い者を落札者とする。ただし、評価値が全く同数値の者が２名以上のときはクジにより

決定する。 

      なお、総合評価方式では最低制限価格を設けず、調査基準価格を下回って入札した場合でも、

低入札価格調査制度により落札者を決定する場合がある。 

      この場合、入札価格（工事内訳）のいずれの項目においても、失格基準価格を上回っている

（予定価格の制限の範囲内）こととする。 

 


